
- 1 - 

令和２年第１回定例会議事日程（第１号） 

 

令和２年３月２日（月） 

午前 10時 00分開議  

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 議案第４号 吉富町収入印紙等購買基金条例の制定について 

 日程第４ 議案第５号 吉富町表彰条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第５ 議案第６号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第６ 議案第７号 職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第７ 議案第８号 吉富町老人福祉センター設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第８ 議案第９号 吉富町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第９ 議案第10号 令和元年度吉富町一般会計補正予算（第８号）について 

 日程第10 議案第11号 令和元年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

 日程第11 議案第12号 令和元年度吉富町奨学金特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第12 議案第13号 令和元年度吉富町水道事業会計補正予算（第４号）について 

 日程第13 議案第14号 令和元年度吉富町下水道事業会計補正予算（第４号）について 

 日程第14 議案第15号 令和２年度吉富町一般会計予算について 

 日程第15 議案第16号 令和２年度吉富町国民健康保険特別会計予算について 

 日程第16 議案第17号 令和２年度吉富町後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第17 議案第18号 令和２年度吉富町奨学金特別会計予算について 

 日程第18 議案第19号 令和２年度吉富町水道事業会計予算について 

 日程第19 議案第20号 令和２年度吉富町下水道事業会計予算について 
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会期日程表（案） 
 

目  次 月  日 曜 区  分 開 議 時 刻 摘      要 

第 １ 日 ３月２日 月 本会議 午前10時 

 開会 

 会期の決定 

 提案理由説明 

第 ２ 日   ３日 火 考案日   

第 ３ 日   ４日 水 考案日   

第 ４ 日   ５日 木 考案日   

第 ５ 日   ６日 金 本会議 午前10時 
 質疑、討論、採決 

 又は委員会付託 

第 ６ 日   ７日 土 休 会   

第 ７ 日   ８日 日 休 会   

第 ８ 日   ９日 月 考案日   

第 ９ 日   10日 火 委員会 午前10時  福祉産業建設委員会 

第 10 日   11日 水 委員会 午前10時  総務文教委員会 

第 11 日   12日 木 考案日   

第 12 日   13日 金 委員会 午前10時  予算決算委員会 

第 13 日   14日 土 休 会   

第 14 日   15日 日 休 会   

第 15 日   16日 月 考案日   

第 16 日   17日 火 本会議 午前10時  一般質問 

第 17 日   18日 水 考案日   
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第 18 日   19日 木 本会議 午前10時 

 委員長報告 

 質疑、討論、採決 

 閉会 
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令和２年第１回吉富町議会定例会会議録（第１号） 

 

招 集 年 月 日  令和２年３月２日 

招 集 の 場 所  吉富町役場二階議場 

開       会  ３月２日 10時00分 

応  招  議  員  １番 角畑 正数       ６番 太田 文則 

           ２番 向野 倍吉       ７番 梅津 義信 

           ３番 中家 章智       ８番 岸本加代子 

           ４番 矢岡  匡       ９番 横川 清一 

           ５番 山本 定生       10番 是石 利彦 

不 応 招 議 員  なし 

出  席  議  員  応招議員に同じ 

欠  席  議  員  不応招議員に同じ 

 

地方自治法第１２１  町    長 花畑  明   会計管理者  奥家 照彦 

条の規定により説明  教  育  長 皆尺寺敏紀   住 民 課 長 永野 公敏 

のため会議に出席し  総 務 課 長 守口 英伸   健康福祉課長 石丸 貴之 

た者の職氏名     企画財政課長 奥田 健一   産業建設課長 赤尾 慎一 

           税 務 課 長 小原 弘光   上下水道課長 和才  薫 

           教 務 課 長 瀬口 直美   税務課主幹 泉 智恵美 

           企画財政課主幹 別府 真二   あいあいセンター所長 工藤多津子 

           保 育 園 長 岩井 保子 

 

本会議に職務のため  局    長 奥邨 厚志 

出席した者の職氏名  書    記 竹内 一代 

 

町長提出議案の題目  別紙日程表のとおり 

議員提出議案の題目  別紙日程表のとおり 
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午前10時00分開議 

○議長（是石 利彦君）  改めましておはようございます。開会前ではございますが、新型コロナ

ウイルスの感染予防につきまして、皆様方に御案内がございます。 

 国等からの発表では、感染の流行を早期に収束させるため、クラスター、いわゆる感染集団が

次のクラスターを生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底した対策を講じていく

必要があるとされております。今後の国内での健康被害を最小限に抑えるために、極めて重要な

時期とされております。 

 このようなことから、本町議会では、傍聴される方のマスクの着用を積極的に推進するととも

に、入場前のアルコール消毒液での手洗いの励行のお願い文を、本日、傍聴席の入り口に張らせ

ていただいております。 

 また、議員並びに執行部の皆様におかれましても、３月議会定例会におけるマスクの着用を許

可、積極的な着用をお願いしたいと考えております。御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１０名で、定足数に達しております。ただいまから、令和２年第１回吉

富町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議日程は、お手元の配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、中家議員、向野議員の２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定について 

○議長（是石 利彦君）  日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元に配付の会期日程表案のとおり、本日から

３月１９日までの１８日間にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月１９日の１８日間

と決定いたしました。 

 これから議事に入ります。 

 なお、本日は、町長からの提案理由の説明、一般会計予算については、執行部からの予算案の

主立ったところの説明だけにとどめます。 
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────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第４号 吉富町収入印紙等購買基金条例の制定について 

日程第４．議案第５号 吉富町表彰条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第５．議案第６号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第６．議案第７号 職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第７．議案第８号 吉富町老人福祉センター設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第８．議案第９号 吉富町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第９．議案第１０号 令和元年度吉富町一般会計補正予算（第８号）について 

日程第１０．議案第１１号 令和元年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

日程第１１．議案第１２号 令和元年度吉富町奨学金特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１２．議案第１３号 令和元年度吉富町水道事業会計補正予算（第４号）について 

日程第１３．議案第１４号 令和元年度吉富町下水道事業会計補正予算（第４号）について 

日程第１４．議案第１５号 令和２年度吉富町一般会計予算について 

日程第１５．議案第１６号 令和２年度吉富町国民健康保険特別会計予算について 

日程第１６．議案第１７号 令和２年度吉富町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第１７．議案第１８号 令和２年度吉富町奨学金特別会計予算について 

日程第１８．議案第１９号 令和２年度吉富町水道事業会計予算について 

日程第１９．議案第２０号 令和２年度吉富町下水道事業会計予算について 

○議長（是石 利彦君）  日程第３、議案第４号から日程第１９、議案第２０号までの１７案件を

一括議題といたします。 

 町長に提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（花畑  明君）  皆さん、おはようございます。本日、令和２年第１回定例町議会を招集

しましたところ、議員各位には御多用の中を御出席いただき、まことにありがとうございます。 

 このたびの定例会には、条例案件を初め令和元年度補正予算案件、令和２年度当初予算案件な

ど、重要な案件を御提案をいたしております。 

○議長（是石 利彦君）  町長、おかけください、どうぞ。 

○町長（花畑  明君）  では、着座にて御説明させていただきます。 

 提案理由の説明を申し上げます前に、令和２年度の予算編成に関する考え方を少し申し述べさ

せていただきます。 
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 国内の経済情勢につきましては、先月公表されました令和元年１０月から１２月期の実質ＧＤ

Ｐ速報によりますと、台風被害や消費税率の引き上げが影響して、個人消費が大幅に減少し、マ

イナス成長となっておりますが、雇用環境は高水準を維持しており、消費税率の引き上げの影響

が一巡するにつれ、景気回復の基調は続くものと見込まれております。 

 しかしながら、御承知のとおり、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大という緊急事態が生

じたことで、国内外の経済に悪影響を与えることが懸念されており、先行きが不透明な状況とな

っております。 

 こうした中ではございますが、令和２年度の地方財政計画につきましては、対前年度比で

１.３％の増となり、地方税、地方交付税の総額はともに増加が見込まれ、地方の一般財源総額

は前年以上の額が確保されました。 

 加えて、臨時財政対策債は、昨年に大幅減となっておりますが、引き続き削減をされているこ

とから、厳しい財政状況の中でも地方の安定的な財政運営のため、配慮がなされた計画と評価を

しているところでございます。 

 また、町といたしましては、地方の一般財源総額が確保される見込みとなったことを踏まえま

して、昨年策定をしました第４次総合計画後期計画に掲げる重点プロジェクトに基づき、令和

２年度も各種施策を積極的に実施することができると考えているところでございます。 

 昨年よりの新体制となってからは、さまざまな事業を積極的に展開をさせていただきました。

特に定住自立圏形成協定を締結いたしましたので、コミュニティバス豊前・中津線などの利用が

可能となり、生活環境の充実を図ることができます。 

 令和２年度では、住環境の整備や子育て支援、防災など、多方面において事業を展開してまい

ります。 

 具体的には、ハード事業として、幸子団地の住戸改善、吉富町立保育園の空調と保育室の改修、

防災行政無線のデジタル化事業の予算を計上いたしております。 

 ソフト事業といたしましては、パスポートが吉富町で発行できるようになる旅券発給事業、小

学校の校務支援システムの導入事業、運転免許証を返納された高齢者へのバスやタクシー利用料

の一部補助など、幅広い分野を網羅いたしております。 

 人が元気になれば町も元気になる、まちづくりもみんなで楽しく進めていけるんだ、そういう

考えのもと、これからも積極的な事業展開を行ってまいりたいと思っております。 

 以上、編成方針に当っての考え方の一端を申し述べまして、提案理由について御説明をさせて

いただきます。 

 今期定例会には、条例案件６件、予算案件１１件の計１７案件を御提案し、御審議をお願いし

ているものでございます。 
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 議案第４号は、吉富町収入印紙等購買基金条例の制定についてであります。福岡県からパス

ポート発給事務の権限移譲を受けるに当たり、収入印紙及び福岡県領収書紙の購入及び売りさば

きを行うための基金を設置したいので、本条例を新たに制定するものでございます。 

 議案第５号は、吉富町表彰条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。町職員の

表彰を本条例に基づく功労表彰から除外をし、永年勤続表彰など別に規定を制定し、それに基づ

き表彰したいので、本条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第６号は、職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

す。地方公務員法に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓について、正規職員の宣誓の方法に

よらず別段の定めをしたいので、本条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第７号は、職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

福岡県庁に実務研修生として職員を派遣するに当たり、赴任旅費を支給し、また、九州新幹線の

整備に伴い、片道１５０キロメートル以上の出張について新幹線料金を支給したいので、本条例

の一部を改正するものでございます。 

 議案第８号は、吉富町老人福祉センター設置条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ます。吉富町老人福祉センターを管理する所管を教育委員会から福祉保険課に変更したいので、

本条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第９号は、吉富町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

民法の一部が改正され、連帯保証人等の規定を定める必要が生じ、また、入居者の要件に大規模

災害の被災者、犯罪被害者等を加えるため、本条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第１０号は、令和元年度吉富町一般会計補正予算（第８号）についてであります。既定の

歳入歳出予算に、それぞれ２,７０４万２,０００円を追加をし、歳入歳出予算の総額を３５億

２,２４０万７,０００円とするものでございます。 

 収入の主なものは、８款１項地方交付税で１億１,２４９万５,０００円の増額、中山間国庫支

出金２項国庫補助金で、教育費補助金９４９万１,０００円の増額、農業費補助金１,２８６万

５,０００円の増額、１７款繰入金１項基金繰入金で財政調整基金繰入金９,２３１万８,０００円

の減額、１９款諸収入３項雑入で、消費税増税に伴うプレミアム付き商品券販売代金２,６８９万

２,０００円の減額などでございます。 

 歳出の主なものは、２款総務費１項総務管理費で、副町長人件費１,１４５万２,０００円の減

額、６款農林水産業費１項農業費で、ため池耐震診断業務委託料２,０００万円の増額、８款土

木費４項都市計画費で、公共下水道事業費基金積立金１億３,９７４万３,０００円の増額、

１０款教育費２項小学校費で、校内ＬＡＮ整備工事費２,３００万円の増額などでございます。 

 また、補正予算書第２条で繰越明許費の補正、第３条で債務負担行為の補正、第４関係で地方
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債の補正をいたしております。 

 議案第１１号は、令和元年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてであり

ます。 

 既定の歳入歳出予算から、それぞれ１,６１９万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

８億９１９万円とするものでございます。 

 歳入の主なものは、４款県支出金１項県負担金補助金で、保険給付費等交付金１,６９０万

３,０００円の減額でございます。 

 歳出の主なものは、３款国民健康保険事業費納付金１項医療給付費分で１,５０５万５,０００円

の減額、同じく２項後期高齢者支援金等分で３２０万３,０００円の減額などでございます。 

 続いて議案第１２号は、令和元年度吉富町奨学金特別会計補正予算（第１号）についてであり

ます。 

 既定の歳入歳出予算から、それぞれ１６２万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

２,３２９万５,０００円とするものでございます。 

 歳入の主なものは、１款返還金及び返納金１項返還金で２７０万円の増額、３款繰入金１項基

金繰入金で９５５万７,０００円の減額、５款１項繰越金で前年度繰越金５２４万９,０００円の

増額などでございます。 

 歳出の主なものは、２款１項教育振興費で奨学貸付金１,４５０万７,０００円の減額、基金積

立金１,２８８万２,０００円の増額などでございます。 

 議案第１３号は、令和元年度吉富町水道事業会計補正予算（第４号）についてであります。 

 収益的収入から２３万５,０００円を減額し、総額を１億５,９１７万５,０００円とし、収益

的支出に１,０５４万円を追加をし、総額を億６,９９５万円するものでございます。 

 議案第１４号は、令和元年度吉富町下水道事業会計補正予算（第４号）についてであります。 

 収益的支出から１３１万８,０００円を減額し、総額を２億６,２４３万４,０００円とし、資

本的収入に１４７万１,０００円を追加をし、総額を３億３,００６万８,０００円するものでご

ざいます。 

 議案第１５号は、令和２年度吉富町一般会計予算についてであります。 

 予算総額を歳入歳出予算それぞれ３５億８,５００万円とするものであります。骨格予算であ

りました前年度当初予算との比較では、金額で５億３,２００万円の増額、率にして１７.４％増

の予算でございます。 

 歳入の増減で主なもといたしまして、１款町税で４,９９９万１,０００円の増額で、７億

３,８５４万６,０００円、１３款国庫支出金は１億１,４１７万３,０００円の増額で５億

１,６１９万２,０００円、１７款繰入金は７,８７０万９,０００円の増額で３億６,８６１万
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１,０００円、２０款町債は２億８,２５０万円の増額で４億５,３１０万円でございます。 

 歳出の増減で主なものといたしまして、２款総務費は２億２,２５６万６,０００円の増額で

７億９９２万１,０００円、主な事業は防災無線費で１億７,３１１万７,０００円の増額、ま

ち・ひと・しごと創生事業費で１,４３７万５,０００円の増額、３款民生費は１億４,４５９万

５,０００円の増額で１２億４,３２４万３,０００円、主な事業は社会福祉総務費で５,９９７万

９,０００円の増額、老人福祉費で１,３６１万４,０００円の増額、児童福祉総務費で

２,３６３万２,０００円の増額、幼保一体化施設こどもの森費で３,３３５万６,０００円の増額、

６款農林水産業費は７,５５２万２,０００円の減額で１億４,９８８万９,０００円、主な事業は

農地費で１,６０２万２,０００円の増額、農業基盤整備事業費で１,６５０万円の増額、漁港管

理費で１億１８３万９,０００円の減額、８款土木費は２億２,３４７万２,０００円の増額で

４億９,８６８万７,０００円です。主な事業は道路新設改良費で８,７１１万２,０００円の増額、

住宅建設費で１億３,８０８万円の増額などでございます。 

 議案第１６号は、令和２年度吉富町国民健康保険特別会計予算についてであります。 

 予算総額を歳入歳出予算それぞれ７億９,５４５万３,０００円とするものであります。前年度

の比較では、金額で２,２０２万３,０００円の増額、率にして２.８％増の予算でございます。 

 議案第１７号は、令和２年度吉富町後期高齢者医療特別会計予算についてであります。 

 予算総額を歳入歳出予算それぞれ１億１,２６７万２,０００円とするものであります。前年度

との比較では、金額で２３５万３,０００円の増額、率にして２.１％増の予算であります。 

 議案第１８号は、令和２年度吉富町奨学金特別会計予算についてであります。 

 予算総額を歳入歳出予算それぞれ２,４９３万２,０００円とするものであります。前年度との

比較では、金額で１万２,０００円の増額、率にして０.０５％増の予算であります。 

 議案第１９号は、令和２年度吉富町水道事業会計予算についてであります。 

 収益的収入及び支出では、収入を１億４，８３１万５,０００円、支出を１億３,６４５万

５,０００円とし、資本的収入及び支出では、収入を８,３４０万円、支出を１億２,４５１万

８,０００円とするものでございます。 

 議案第２０号は、令和２年度吉富町下水道事業会計予算についてであります。 

 収益的収入及び支出では、収入を２億９,０８７万９,０００円、支出を２億７,３０４万

９,０００円とし、資本的収入及び支出では、収入を２億９,７２０万８,０００円、支出を３億

９,９６７万２,０００円とするものでございます。 

 以上、提出議案については、いずれも行政を運営していく上で大変重要なものでございます。

どうか慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 
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 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  提案理由の説明が終わりました。 

 日程第９、議案第１０号令和元年度一般会計補正予算（第８号）議題といたします。 

 執行部からの順次説明を求めます。 

 補正予算書１ページ。 

 ７ページ、第２表。産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ７ページ、第２表繰越明許費補正について御説明いたします。 

 まず、６款農林水産業費１項農業費、事業名、農業・農村整備事業、各ため池耐震診断

２,０００万円でございます。 

 これにつきましては、令和元年７月１日に農業ため池の管理及び保全に関する法律が施行され、

全国的にため池の調査が行われることとなり、本町内のため池４カ所についても、下流域に民家

等があり、災害等によりため池が決壊した場合には、人命に多大なる損害が生じるおそれがある

ことから、ため池の耐震性を調査し、地域の安全・安心の確保を図るため、令和２年１月３０日

に成立した国の補正予算により、本町に２,０００万円の内示があり、３月議会に補正予算とし

て計上しておりますが、議決後の事業着手では年度内の完了は困難でありますので、明許繰越を

行うものでございます。 

 なお、今回の繰越明許費２,０００万円と、令和２年度当初予算にて計上しています１,６００万

円を合せた３,６００万円で、ため池耐震診断の業務委託の一括発注を予定しております。 

 次に、６款農林水産業費２項水産業費、事業名、水産物供給基盤機能保全事業の繰越明許費で

ございます。 

 本事業は、吉富漁港の水域施設である単独航路並びに泊地が梅雨前線豪雨等により土砂が流入

し、埋没していることから、漁船の安全航行を確保するため浚渫工事を実施しておりましたが、

小祝漁協からノリ養殖の時期と重なることから工事の中断の申し出があり、令和元年１０月から

現在まで浚渫工事を中断しておりますが、令和２年２月２５日に小祝漁協と工事再開についての

協議を行った結果、単独航路及び泊地の一部浚渫や標識等の復旧工事を３月２０日から再開で内

諾をいただきましたが、年度内の完了は困難でありますので、明許繰越を行うものでございます。 

 次に、７款商工費２項商工費、事業名、プレミアム付き商品券事業の繰越明許費でございます。 

 本事業は、令和元年１０月１日の消費税等の引き上げに伴い、低所得者、子育て世帯の消費に

与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的として、プレ

ミアム付き商品券事業を実施しておりますが、業務委託業者である凸版印刷に、事業者から回収

された使用済み商品券をもとに作成された請求データにより、各事業者への支払いを、処理を行

っているところでございますが、商品券の使用期間が令和２年３月３１日までであることから、
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事業者から委託業者である凸版印刷への使用済み商品券の返送に約２カ月程度の期間を要する事

業所もあり、年度内の総事業費の確定並びに事業完了が困難であることから、明許繰越を行うも

のでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  教務課長。 

○教務課長（瀬口 直美君）  同じく繰越明許費補正について説明をいたします。 

 １０款教育費２項小学校費、事業名、吉富小学校校内ＬＡＮ整備事業、金額２,３１１万円で

ございます。 

 この事業は、国が進めるＧＩＧＡスクール構想における事業で、児童１人１台パソコン端末の

整備を前提とした高速大容量通信ネットワーク整備を行うものであります。 

 国は、令和元年度補正予算におきまして、全国公立学校分の１人１台パソコン端末整備を前提

としたこの校内ネットワーク整備事業に係る所要額を確保したところでございます。 

 今回、吉富小学校におきましても、この国の補正予算である公立学校情報通信ネットワーク環

境施設整備費補助金を活用しまして、ネットワーク整備としまして、校内ＬＡＮ整備を行うもの

でございます。 

 工期が３カ月程度必要となりますので、予算議決後の着手では年度内の完了が難しいことから、

ぞの全額を令和２年度に繰り越して事業を実施するため、繰越明許費補正を行うものでございま

す。 

 補助率につきましては２分の１で、残りは学校教育施設整備事業債が１００％充当可能となっ

ており、当該起債につきましては、後年度以降の元利償還金の６０％が交付税措置されるものと

いうものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ８ページ、第３表債務負担行為補正。教務課長。 

○教務課長（瀬口 直美君）  債務負担行為補正でございます。 

 追加としまして、事項、吉富町外１市中学校組合に対する負担金のうち、令和元年度同意債に

係る元利償還金、期間、令和元年度から令和１１年度まで、限度額、２,５６１万９,０００円の

補正を行うものでございます。 

 当該債務負担行為は、吉富町外１市中学校組合が、令和元年度に実施しました吉富中学校外壁

落下防止対策等工事に係る費用を起債したことに伴う元利償還金の吉富町負担分について計上す

るものでございます。 

 当該事業は、学校教育施設等整備事業債を活用し実施しており、令和元年度から令和１１年度

までの期間で償還いたします。 
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 吉富町の負担分の限度額が２,５６１万９,０００円となっておりますので、この金額につきま

して債務負担行為を設定するものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  次の変更について御説明いたします。 

 公用車賃貸借、変更前、期間、令和２年度から令和６年度まで、限度額５１４万８,０００円、

変更後、期間、令和２年度から令和６年度まで、限度額４２０万５,０００円であります。 

 町長公用車の賃貸借でございます。変更前は、月額９万円掛け消費税掛け５２月で５１４万

８,０００円でございましたが、変更後、入札によりまして、月額６万９,５００円掛け消費税掛

け５５月で４２０万５,０００円となりました。 

 月数が５２月から５５月に増加した理由は、当初は８月納車を見込んでおりましたが、１１月

納車になりましたので、全体の６０月のリース期間のうち令和元年度のリース月数が減少し、令

和２年度以降のリース月数が増加したためでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  続きまして、同じく債務負担行為補正の変更であります。 

 住民基本台帳ネットワークシステム更新事業です。 

 変更前、平成３２年度から平成３６年度まで９０１万９,０００円、変更後、令和２年度から

令和６年度まで７６６万８,０００円。 

 これにつきましては、住民基本台帳ネットワークシステムが、令和元年９月に入札を行いまし

た。その実績に伴いまして、保守管理委託料、それから使用料について額が確定いたしましたの

で、１３５万１,０００円を減額するものであります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ９ページ。企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  御説明いたします。第４表地方債補正の１、追加です。 

 最初、学校教育施設等整備事業債、限度額１,１００万でございます。これは、吉富小学校に

おける校内ＬＡＮ整備事業について、国庫補助金を除いた町負担分について起債をするものでご

ざいます。元利償還金の６０％が、交付税措置されるものでございます。 

 ２、変更です。最初、まず公営住宅建設事業債でございます。補正前の限度額１,１１０万円

が、補正後限度額６５０万円となるものでございます。よって、４６０万円の減額補正となるも

のでございます。これは、町営幸子団地改修の事業費が確定したことによる減額の補正でござい

ます。 
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 次、公共事業等債、変更前の限度額１億１０万円でございます。変更後が９,２９０万円、よ

って、７２０万円の減額補正でございます。未実施となりました狭あい道路整備分を減額するも

のでございます。 

 次、緊急防災・減災事業債、補正前の限度額６００万、補正後の限度額２,２００万、よって、

１,６００万円の増額補正でございます。これは、元年度の６月補正で計上しました土屋公民館

への避難道路の新設工事が起債の対象となったため、増額をするものでございます。 

 次、一般圃場施設整備等事業債で、補正前の限度額１,４００万、補正後の限度額１,６４０万、

よって、２４０万円の増額補正でございます。これは、農業水利施設保全対策事業に関して、そ

の下にあります一般単独事業債と合せて起債をしておりましたが、国とのヒアリングの結果、

２４０万円ここが増額となったところでございます。 

 その下、一般単独事業債ですが、先ほど言いましたように、国とのヒアリングの結果でござい

ますが、こちらは補正前の限度額１,８６０万、補正後の限度額が１,６７０万ということで、

１９０万円の減額補正でございますが、上の分が２４０万円の増額補正、こちらはその分

１９０万円のヒアリングの結果、減額の補正となったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  事項別明細書、歳入１２ページから。企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  ９款１項１目１節普通交付税で１億１,２４９万５,０００円の

増額補正でございます。これは、普通交付税の額が確定したため、残り分を全て予算計上したも

のでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  １３ページ。 

 １４ページ。企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  １４ページです。２項の国庫補助金の３目土木費補助金のとこ

ろでございます。１節の社会資本整備総合交付金の一番最初のところ、社会資本整備総合交付金

（定住化促進分）でございます。２２万８,０００円の増額補正をしております。これは、定住

化奨励金の事業の事業費が確定したことによる増額の補正をしたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  同じく土木費補助金社会資本整備交付金の２番目、３番目、町

営住宅分と家賃低廉化事業分についてでございます。町営住宅分、家賃低廉化事業分につきまし

ても、額の確定、今年度入札と、あと家賃低廉化については額が確定いたしましたので、住宅分

につきまして３７３万２,０００円の増、家賃低廉化分につきましては７８万８,０００円の減額
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となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  済いません、２項２目の衛生費補助金、循環型社会形成推進交付金

１４６万３,０００円の減額であります。これにつきましては、合併浄化槽の国庫補助金、３分

の１でありますが、当初予算１５基分組んでおりましたが、実績といたしまして５基分の申請し

かありませんでしたので、その実績に伴う減額であります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  教務課長。 

○教務課長（瀬口 直美君）  ２項国庫補助金４目１節の教育費補助金です。文化財保護費補助金

１４５万円の減額です。これは、八幡古表神社の神舞殿の改修事業に係る補助金で、実施主体は

八幡古表神社となっておりましたが、当初は町を通じてこの補助金が国から交付されることとな

っておりましたが、今回、直接事業の実施主体である八幡古表神社に交付されることとなりまし

たので、予算の全額１４５万円を減額するものでございます。 

 同じく、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金１,１００万円、その下、同じ

く事務費１１万円でございます。先ほどの吉富小学校校内ＬＡＮ整備事業に係る国庫補助金で、

補助率が２分の１、事務費につきましては、この国庫補助金の１％が交付されることとなってお

ります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ２項国庫補助金の３目土木費補助金の社会資本整備総合交付金

の狭あい道路整備分１０７万５,０００円の減額でございますが、これにつきましては、土地所

有者がお亡くなりになり、相続手続等に時間を要した結果、工事着手ができず、減額するもので

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  １５ページ。企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  ２項県補助金２目民生費補助金の２節児童福祉費補助金の一番

最後のところでございます。福岡県結婚新生活支援事業費補助金でございますが、１７万

４,０００円の減額補正をするものでございます。これにつきましては、事業の見通しにより、

当初６件分と予定しておったものが、４件分の見通しとなるところから、減額の補正をさせてい

ただくものでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（是石 利彦君）  １６ページ。住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  ３目衛生費補助金１１８万、浄化槽設置整備事業費補助金１１８万

７,０００円の減額であります。これにつきましても、国庫補助金のところで説明いたしました

が、当初予算１５基分のところが、今回、県対象分といたしましては６基の対象しかございませ

んでした。それに伴う減額でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  教務課長。 

○教務課長（瀬口 直美君）  ７目教育費補助金１節社会教育補助金、文化財保護費補助金３０万

円の減額でございます。これにつきましては、先ほどの国庫補助金と同様の理由によりまして、

八幡古表神社の神舞殿の改修に係る補助金で、直接事業主体である古表神社のほうに交付される

こととなりましたので、全額を減額するものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １７ページ。企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  １６款１項２目１節のふるさと吉富まちづくり応援寄附金でご

ざいます。２６４万１,０００円の増額補正でございます。令和２年の１月末までの確定額が

２６４万２,０００円でございましたので、１,０００円が当初で組まれておりましたので、その

差額分を計上したものでございます。３名で７件分でございました。 

 次、１７款１項１目１節の財政調整基金繰入金でございます。９,２３１万８,０００円の減額

の補正でございます。要は、この額を取り崩す必要がなくなったということでございます。 

 これにより、予算上の取崩額は１億３,５１４万円となります。よって、元年度におきまして

は、１億４,０００万円の決算積み立てをしましたので、差し引き約５００万円ほど基金がふえ

たことになります。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  １８ページ。 

 １９ページ。 

 続いて歳出、２０ページ。 

 ２１ページ。 

○総務課長（守口 英伸君）  一番上の１９節負担金補助及び交付金の一番上です。職員研修負担

金９８万９,０００円の減額でございます。これは、海外研修の研修負担金９８万２,０００円を

計上しておりましたが、実施いたしませんでしたので、全額減額補正するものでございます。 

 続きまして、その下、５款５目財政管理費の１３節庁舎改修実施計画管理業務委託料でござい

ます。これは、第１会議室を本議場の実施設計管理業務でございますが、入札による執行残でご
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ざいます。 

 その下の備品購入費１２万８,０００円でございます。これは、現在の総務課に長机１台、キ

ャビネット２台、女子休憩室に４人用ロッカー１台を購入するものでございます。 

 続きまして、１１目の防災無線費１３節委託料で、防災行政無線保守点検委託料が６５万

４,０００円減額いたしております。この委託料は、親局と屋外子局２１局の保守料でございま

す。このうちアナログのままであった屋外子局の９局をデジタル局へ更新工事を行い、８月９日

に完成いたしました。当初、１年分の保守料を計上しておりましたが、更新した９局については、

８月以降の保守料は保証期間となりましたので、その分を減額するものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  ６目企画費の１５節工事請負費で、道路案内板等設置工事

１９万円の減額補正でございます。道路愛称の決定が今年度はされなかったため、案内板は未設

置となり、その未執行分を減額するものでございます。 

 それから、１３目情報化推進費で、ウエブサーバー利用料９３万８,０００円の減額補正でご

ざいます。これにつきましては、役務費のほうの予算にこの利用料が含まれていたため、ここで

の額は全額を削除するものでございます。 

 それから、一番下、１５目まち・ひと・しごと創生事業費の新婚家庭新生活応援補助金で

２２４万５,０００円の減額補正でございます。これにつきましては、主に今年度、新規分の件

数が当初予算で見込んだ予定を大幅にということはないんですが、下回ったため、約４８件の予

定が４２件になりました。下回ったため、その不用額が生じ、それを補正で減額するものでござ

います。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  同じくまち・ひと・しごと創生事業の負担金補助及び交付金の

創業促進事業助成金２００万円の減額でございます。これにつきましても、今年度申請がござい

ませんので、２００万円を減額するものでございます。 

○議長（是石 利彦君）  ２２ページ。 

 ２３ページ。 

 ２４ページ。 

 ２５ページ。 

 ２６ページ。 

 ２７ページ。産業建設課長。 
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○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ６款農林水産業費１項農業費５目農地費の１,２７９万５,０００円

の補正でございます。内訳につきましては、ハザードマップ作成業務委託料として７０２万

５,０００円の減額でございます。これにつきましては、入札による執行残でございます。 

 次に、ため池耐震診断の業務委託料２,０００万円、これにつきましては、先ほどの繰越明許

費で説明させていただきましたように、今年度、国の補正予算により２,０００万円が内示があ

り、これを予算計上するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  済いません、７目浄化槽設置整備事業費３５６万２,０００円の減

額であります。これにつきましては、歳入のところでも説明をさせていただきましたが、浄化槽

に係る事業費の補助金、当初１５基で計上いたしておりましたが、６基の申請しかありませんで

したので、その分に伴う減額補正であります。 

 次、９目地球温暖化対策費１５３万５,０００円の減額補正であります。これにつきましては、

太陽光発電それから太陽熱設備の補助金でありますが、当初予算では太陽光発電１５基、太陽熱

設備につきましては２基で予算計上をいたしておりましたが、実績といたしまして太陽光発電

８基１５０万５,０００円の実績となりましたので、それの執行残に伴う減額であります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２８ページ。産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ６款農林水産業費２項水産業費の２目漁港管理費でございます。

１３節委託料７１０万６,０００円の減額でございます。内訳につきましては、吉富漁港

１００地内の土質溶出試験１７万６,０００円の減額、同じく泊地の磁気探査業務委託料として

６９３万円の減額でございます。これにつきましては、入札による執行残でございます。 

 続きまして１５節工事請負費７１０万６,０００円、これは、漁港施設工事費として７１０万

６,０００円を計上するものでございます。これは、委託料で執行残となったものの７１０万

６,０００円を工事費に充当するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  どうぞ。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ７款商工費２項商工費２目商工業振興費の１９節負担金補助及

び交付金２,５００万円の減額でございます。これは、プレミアム付き商品券事業を実施してお

りますが、対象者約１,７００名に対して３割程度の方が申請をし、商品券を購入されておりま

すが、既にもう販売を終わっております。その関係で、負担金補助に２,５００万円を計上する

ものでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ２８ページほかにありませんか──２９ページ。 

 ３０ページ。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  ５項住宅費１節住宅管理費の１５節工事請負費です。町営団地

内改修工事費、これにつきましては、別府団地の駐輪場ラックの工事の入札の減となっておりま

す。当初からつけているべきものがないため、風による自転車の倒れとか破損とかいうことがご

ざいましたので、本年度補正予算で計上させていただきましたが、その分の入札執行残により

１５万９,０００円の減額となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３１ページ、ほかにありませんか、３１ページ。教務課長。 

○教務課長（瀬口 直美君）  １０款２項小学校費１目学校管理費で、９節旅費３万２,０００円、

１１節需用費で７万８,０００円、１５節工事請負費で２,３００万円の増額補正でございます。

こちらにつきましては、繰越明許費補正あるいは歳入で御説明しました吉富小学校校内ＬＡＮ整

備事業に係る事業費でございます。 

 同じく３項の中学校費１目学校管理費の１９節負担金補助及び交付金で、中学校組合負担金

１,５７８万６,０００円の減額でございます。こちらにつきましては、中学校組合の負担金が、

令和元年度分が確定しましたので、それに伴っての減額となっております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ３１ページありませんか。 

 ３２ページ。教務課長。 

○教務課長（瀬口 直美君）  ３２ページ、３目文化財保護費８節の報償費、文化財指導員謝金

４万６,０００円、９節旅費１４万８,０００円、１１節需用費６,０００円、１９節負担金補助

及び交付金で、八幡古表神社文化財保護整備費助成金１６５万７,０００円、全て減額でござい

ます。こちらにつきましても、歳入で御説明しました八幡古表神社神舞殿の改修に係る補助金の

国、県分が直接事業主の古表神社に交付されることとなりましたので、その分を減額するもので

ございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３３ページ。企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  １１款公債費１項２目利子２３節償還金利子及び割引料で、町

債利子償還金の６８万円の減額補正でございます。これは、新規借り入れ分の利息を当初多目に

見込んでいたため、その確定額に合せて減額をするものでございます。 

 以上です。 
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○議長（是石 利彦君）  ほかにありませんか──３４ページ、債務負担行為支出予定額等に関す

る調書。 

 ３５ページ、地方債の現在高に関する調書。 

 ３６ページ、給与費明細書。 

 ３７ページ、３８ページまで。 

 説明漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上で、議案第１０号の執行部からの説明を終わります。 

 ここで、再開は１１時５分です。暫時休憩いたします。 

午前10時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時05分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に、再開いたします。 

 日程１４、議案第１５号令和２年度一般会計予算を議題といたします。 

 執行部から順次説明を求めます。 

 予算書１ページ。 

 ９ページ、第２表繰越明許費、総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  第２表繰越明許費でございます。２款総務費１項総務管理費、防災

行政無線デジタル化更新工事１億７,３２６万３,０００円です。令和４年１１月でアナログ電波

が終了するため、デジタル電波に更新する必要がございます。屋外子局２１局は、令和元年度ま

でに全てデジタル子局に更新いたしました。この工事は、各家庭に設置している戸別受信機をデ

ジタル機器に更新するものでございます。２,５００台の更新工事でございます。令和２年度の

１年間で全ての家庭の戸別受信機を更新することは難しいと考えておりますので、令和３年度へ

の明許繰越をお願いするものでございます。 

 なお、この財源には、緊急防災・減災事業債を活用いたします。充当率１０分の１０で、地方

交付税措置が７０％ございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １０ページ、総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  第３表債務負担行為でございます。一番上の総合行政電算システム

事業、令和２年度から令和８年度まで３億３,６００万円でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ２億。 

○総務課長（守口 英伸君）  失礼しました。２億３,６００万円でございます。 
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 総合行政電算システム整備事業は、住民基本台帳や税などの業務系システムと、庁内ＬＡＮや

インターネットなどの情報系システムを同時に次期システムに総合的に整備しようとするもので

ございます。 

 もちろん業務系システムと情報系システムは、当然分離をいたしますが、一部業務系の電算処

理を情報系システムで行うものもございますので、同時に総合的に行うものでございます。 

 令和３年７月に両システムのリース期間が満了いたします。令和３年８月から次期システムに

更新したいと考えております。円滑な更新を図るため、令和２年度中に業者を選定し、契約を締

結したいので、令和２年度から令和８年度までの債務負担行為をお願いするものでございます。 

 その下の行政事務電算システム整備事業（再リース分）令和３年度３５万５,０００円です。 

 現在、業務系システムのリース期間は、令和２年、ことしの３月までとなっております。情報

系システムと同時に次期システムに更新するため、令和３年７月までの再リースをしたいので、

債務負担行為をお願いするものでございます。 

 その下、吉富町巡回バス運行事業費、令和３年度から令和５年度まで１,２１４万１,０００円

でございます。 

 令和２年９月で現契約、３年間の契約なんですが、これが満了いたします。新たに令和２年度

中に３年間の契約を入札により決定したいので、債務負担行為を設定するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  同じく債務負担行為であります。戸籍総合システム更新事業、期間、

令和３年度から令和７年度まで、限度額３,５８１万２,０００円であります。戸籍総合システム

につきましては、戸籍事務の円滑な業務を行うため、平成２７年１２月から５年間のリースで導

入をしておりました現行のシステムが、令和２年１１月で満了となります。そのため、機器の更

新を行う必要があるため、今回、債務負担行為を計上させていただいております。令和２年

１２月から令和３年３月までの予算につきましては現年度予算で計上を行い、令和３年度から令

和７年１１月までの機器使用料２,２４４万４,０００円と、保守管理委託料１,３３６万

８,０００円、計３,５８１万２,０００円の債務負担行為を計上するものであります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １１ページ、第４表地方債。企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  御説明いたします。第４表地方債です。 

 まず、臨時財政対策債、限度額７,５００万円でございます。これは、地方の財源不足を補う

ものとして毎年発行される起債でございます。元利償還金の１００％が、交付税措置されるもの

でございます。 
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 その下、公共事業等債７,６９０万円でございます。国庫補助事業の財源として、国庫補助金

を除いた町負担分の９０％に充当可能で、この町負担分のうち、その４０％は財源対策債として

元利償還金の５０％が交付税措置されるものでございます。 

 事業内容としては、佐井川橋の補修工事で３,２９０万、狭あい道路支援事業で５４０万、吉

富漁港泊地整備事業で３,８６０万円、この３つの事業の合計の金額となるものでございます。 

 その下、公営住宅建設事業債９,８５０万円でございます。幸子団地改修工事の財源として、

国庫補助金を除いた町負担分を起債するものでございます。家賃収入が、元利償還金の財源とし

て充当されるという考え方からして、交付税措置はございません。 

 その下、緊急防災・減災事業債１億７,３２０万円でございます。防災行政無線デジタル化更

新工事の財源として起債するものでございます。事業費のほぼ全額を起債するもの、できるもの

でございます。元利償還金の７０％が、交付税措置されるものでございます。 

 その下、社会福祉施設整備事業債１,１１０万円でございます。吉富こどもの森の空調及び内

部改修事業費２,７８９万円のうち、１,１１０万円を起債するものでございます。 

 その下にあります施設整備事業債の対象にならなかった額の８０％に充当可能でございます。

これにつきましては、同じくやはり交付税の措置はないものとなっておるものでございます。 

 それからその下、施設整備事業（一般財源化分）債でございます。１,３９０万円です。先ほ

ど言いましたこどもの森の空調及び内部改修事業費です。２,７８９万円のうち、事業費の２分

の１である１,３９０万円を起債するものでございます。こちらにつきましては、元利償還金の

７０％が交付税措置されるものでございます。 

 最後、一般圃場施設整備等事業債、限度額４５０万円でございます。これは、地方創生交付金

事業のハード事業分の財源として、事業費１,０００万円のうち４５％に充当可能な起債でござ

います。こちらにつきましては、元利償還金の３０％が交付税措置されるものでございます。 

 そして、合計として限度額が４億５,３１０万円となるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  事項別明細書、歳入、１５ページ。税務課長。 

○税務課長（小原 弘光君）  １５ページ、税の総額について説明します。 

 令和２年度当初予算では、税の総収入を７億３,９７９万８,０００円と見込み、うち７億

３,８５４万６,０００円を予算計上し、留保財源が１２５万２,０００円となっております。 

 続きまして、１款３項軽自動車税の目の変更について説明します。 

 昨年度当初予算では、１目は軽自動車税でありましたが、昨年１０月１日から軽自動車の取得

に対して課税する環境性能割が施行されたことにより、軽自動車と称して軽自動車の所有に対し

て課税していたものを種別割に名称変更を行いました。つまり、昨年１０月１日から軽自動車税
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は、環境性能割と種別割の２つの税の総称となりました。 

 このため、今年度当初予算から１目を環境性能割、２目を種別割とし、目の区分において軽自

動車税という名称は廃止します。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １６ページ。 

 １７ページ。産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ３項森林環境譲与税１目森林環境譲与税で、５３万円でござい

ます。これは、令和２年度に２５万円の譲与税がございましたが、令和２年度は５３万円、この

目的は、森林の間伐であるとか人材育成、また、木材利用の促進や普及活動等の森林整備を促進

するためでございます。 

 なお、制度の適用は令和６年度から個人住民税に上乗せし、１人当たり１,０００円を徴収す

るものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  １８ページ、企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  ９款１項１目地方交付税の、まず、１節普通交付税でございま

す。普通交付税９億６,０００万円で、これは、昨年度と同額を計上しております。 

 地財伸び率等から、今年度、令和２年度、約１１億円と算出されるところでございますが、留

保財源として補正予算の財源を確保するため、昨年と同様の９億６,０００万円を計上しておる

ものでございます。 

 その下、２節特別交付税で、６,０００万円でございます。これも、昨年と同額でございます。

例年の実績及び地財伸び率等から、約９,２００万円程度ではないかと算出されるわけではござ

いますが、昨年と同様の６,０００万円ということで予算計上をしたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  １８ページ、税務課長。 

○税務課長（小原 弘光君）  戻りますけど、７款１項１目環境性能割交付金について説明します。 

 昨年度当初予算では、７款１項１目は自動車取得税交付金でしたが、昨年９月３０日で廃止と

なりましたので、昨年度補正予算（第４号）で計上しました２１款１項１目環境性能割交付金を

７款１項１目にします。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １９ページありますか。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  １９ページ、１１款１項１目１節児童福祉費負担金でございま

す。今年度、２,７６８万３,０００円となっておりますが、２０１９年、令和元年１０月からの
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保育料無償化によりまして、２,２４３万５,０００円の昨年と比べまして減となっております。 

 ただし、この減額分につきましては、後ほど出てまいりますが、国・県支出金の欄で増となっ

ております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １９ページ、ほかにありませんね。 

 ２０ページ、教務課長。 

○教務課長（瀬口 直美君）  ２０ページ、１２款使用料及び手数料２目の教育費使用料で、令和

元年度は、１節で幼稚園使用料を計上しておりましたが、１０月からの幼児教育無償化となって

おりますので、令和２年度の予算計上はございません。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  １２款使用料及び手数料で、１目土木使用料のうち、駐車場使

用料のうち、吉富駅前駐車場の使用料９００万円を計上しております。これは、さきの臨時議会

において使用料の改正を議決いただきまして、１カ月当たり７５万円の１２カ月で９００万円で

計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ２１ページ、教務課長。 

○教務課長（瀬口 直美君）  ２１ページの２項手数料で、教育費手数料が廃目となっております。

こちらにつきましては、幼稚園使用料の直接手数料を令和元年度までは計上しておりましたが、

幼稚園使用料の予算計上はございませんので、廃目となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  １３款国庫支出金１項国庫支負担金１目民生費負担金１節児童

福祉費負担金でございます。これは、先ほど申し上げました手数料のところで、負担金の民生費

負担金が減った分、この分が、国庫が教育・保育費給付費負担金として増額となっております。 

 その下の子育てのための施設等利用給付交付金につきましては、新規事業となっておりまして、

この分につきましても、令和元年１０月からの保育無償化により、病児保育、認可外保育や一時

預かりに関する無償化についての補助金の新規事業というふうになってございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２２ページ、住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  ２項国庫補助金２目衛生費補助金１節循環型社会形成推進交付金

１２４万３,０００円であります。これにつきましては、対前年比６３万５,０００円の減となっ
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ておりますが、これにつきましては、合併浄化槽の設置整備に対する交付金で、補助率３分の

１であります。令和２年度より、新たな５年計画がスタートいたしました。令和元年度までの計

画につきましては、１５基で計画しておりましたが、新たな５カ年計画、令和２年度からの計画

につきましては、１０基と基数の減によるものであります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  同じく２項１目４節保育所等施設等整備交付金でございます。

この分につきましては、新規事業となっております。保育所等の施設整備交付金として、保育園

のブロック塀の改修に伴う補助金、今回につきましてはわかば乳児保育所が該当となっておりま

すが、その分のブロック塀改修に伴う助成金となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２３ページ、企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  ３目土木費補助金の１節社会資本整備総合交付金の一番最初の

ところです。（定住化促進分）として１３３万３,０００円を予算計上しております。定住化促

進奨励金の事業は、ここで取り組んでおりまして、補助対象事業費の４５％が補助金となります。

令和２年度につきましては、４２人を対象にしておりまして、その対象の金額が２９６万

４,０００円を対象としておるところでございます。 

 それから、５目総務費補助金の２節地方創生推進交付金で、１,６７０万円でございます。女

子集客のまち推進事業は、この交付金を受けて実施しておるものでございます。内容としては、

産業建設課のほうでやっておりますチャレンジショップの運営業務委託料、それから交流マルシ

ェ企画運営委託料、それと創業支援スクール企画運営の委託料、それと企画財政課でやっており

ます女子集客のまちづくり空き家活用店舗事業推進補助金、それから女子集客のまちづくり活性

化促進事業の推進助成金ということで、この合計金額が３,３４０万となりまして、その補助率

２分の１ということで１,６７０万が計上されておるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  上に行きまして、社会資本整備総合交付金の一番下にございますハ

ザードマップ作成事業でございます。平成２５年度に作成したハザードマップを更新し、新たに

作成するものでございます。作成費７１５万円の２分の１補助でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  同じく社会資本整備総合交付金の上から２番目、町営住宅分で
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ございます。この分につきましては、町営幸子団地の住戸改善事業に対する補助金で、補助率に

つきましては、最大で１００分の４５％となっております。 

 その下の家賃低廉化事業分につきましては、補助率は２分の１となっており、これの分につき

まして、山王団地、別府団地、合計の２,４１３万７,０００円の補助となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  同じく社会資本整備総合交付金、上から４番目の狭あい道路整

備分として６００万円、これは令和元年度に実施を予定しておりましたが、先ほど御説明しまし

たように、地権者がお亡くなりになって、その後、相続が確定し、その手続をしているところで

ございますので、その路線でございまして、対象事業費としては１,２００万円、補助率は

５１％でございます。 

 次に、同じく社会資本整備総合交付金の道路整備分４,７８６万９,０００円、これは佐井川橋

の補修工事でございまして、対象事業費が８,４５０万円、補助率が０.５６６５でございます。 

 次に、その下にブロック塀分、１４万７,０００円、これは、危険ブロックを撤去するに当た

り、国庫補助でございまして、対象事業費が３２万７,０００円に対して４５％の補助でござい

ます。 

 続きまして、６目農林水産業費補助金として、まず１節の水産基盤整備事業費補助金４,２９０万

円、これにつきましては、吉富漁港泊地の浚渫でございます。補助率は５０％でございます。 

 次に、農業費補助金１,６００万円、これにつきましては、ため池の耐震診断の国庫補助でご

ざいます。これは、全額国費でございます。 

 次に、商工費補助金のマイナポイント事業費補助金２５万７,０００円でございます。これに

つきましては、消費税増税に伴い、マイナンバーカードにスマート決済などを連動させ、これに

ポイントを付与するものでございます。これにつきましては、御自宅のパソコンであるとか、そ

れからスマートホンではできるのですが、そういった環境にない方もいらっしゃいますので、そ

ういう方のための設備を整備するために、全額国費で２５万７,０００円の補助金でございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ちょっと課長、お聞きします。先ほど佐井川の補助率のことを言われた

と思うんですが、０.５６６５と言われたと思うんですね。ほかはパーセントでいうんですが、

これは何ですか。課長、どうぞ、産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  これは、道路整備分につきましては、それぞれの市町の財政状

況によって割り増しがございまして、本町の場合は先ほど申し上げましたような０.５６６５の

率の国庫補助があるということでございます。 
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○議長（是石 利彦君）  ０.５６６５倍ちゅうことですか。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  対象事業費に対して０.５６６５を掛けたものが国庫補助金と

なり、４,７８６万９,０００円が国庫補助と。 

○議長（是石 利彦君）  だから、５６.６５％ちゅうことですか。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  済いません、パーセントに直せばそういうことです。 

○議長（是石 利彦君）  そういうことですね。ほかのパーセントで言って、これだけそう言って

なかったので、ちょっと確認しました。 

 以上です。 

 では、ほかに２３ページ、よろしいですか。 

 ２４ページ、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  １４款１項１目１節児童福祉費負担金、これ、先ほど説明いた

しました民生費負担金の減による増額、この分は県費分の４分の１ほどの増額となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかにありませんね。 

 ２５ページ、住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  １項県負担金２目県事務移譲交付金のうち、旅券発給事務交付金

１６万円でございます。これにつきましては、令和２年７月から旅券発給事務の窓口が開設され

るようになりますが、この旅券発給事務に伴う事務交付金であります。交付件数１件につき

８３８円が県より交付となります。 

 なお、令和２年度の予算につきましては、これは年で計算されます。４月から１２月までの件

数の見込み１２０件、それと、令和２年度につきましては、初年度準備金で６万円が交付される

ようになっております。それを合せたところの１６万円を予算計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２５ページ、総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  １目総務費補助金の生活交通確保対策補助金４４万３,０００円で

ございます。これは、吉富町巡回バスに対する補助金で２７万７,０００円、築上東部乗合タク

シーに対する補助金で１６万６,０００円、合計の４４万３,０００円でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  ２目民生費補助金の２節児童福祉費補助金の下から２番目、福

岡県結婚新生活支援事業費補助金で１３５万円でございます。吉富町の新婚家庭新生活応援補助

金につきましては、これが一つの財源となっているものでございます。国、県の要件としまして
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は、所得に加え年齢などの制限があるわけでございます。補助対象額として２７０万円を想定し

ておりまして、補助率は２分の１ということで１３５万円を計上しているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  ２目民生費補助金の１節社会福祉費補助金の一番下の欄です。

運動習慣定着促進事業費補助金、この分につきましては、昨年の１１月から実施しておりますケ

アトランポリンの補助金となっております。この分につきましては、満額、定額の補助金という

ことで、今回、３６万１,０００円の予算を計上しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２６ページ、教務課長。 

○教務課長（瀬口 直美君）  ２６ページ、７目教育費補助金２節の学校教育費補助金で、福岡県

教育委員会研究指定委嘱研究費補助金２０万円でございます。こちらにつきましては、令和元年

度は６月補正予算にて計上しました県費補助金の令和２年度分になります。令和元年度から３カ

年間、福岡県教育委員会研究指定委嘱校に吉富小学校が指定を受けたことから、その研究経費と

して２年目の令和２年度は、定額の２０万円が県から補助されるものでございますので、それに

伴う予算計上でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  戻っていただきまして、３目衛生費補助金１節保健衛生費補助金の

一番上、浄化槽設置設備事業費補助金１２４万３,０００円であります。これは、国庫補助金の

ところでも説明をいたしましたが、令和２年度から新たな計画期間となり、これまでの設置基数

１５基から１０基に減ったものに伴う予算の減額となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２７ページ。 

 ２８ページ。企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  １７款繰入金１項１目基金繰入金１節財政調整基金繰入金で、

１億９,８６０万円でございます。歳入の不足分として計上しているものでございます。令和元

年度の当初と比べますと、８,７３０万ほど増額となっておるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ほかにありませんか──２９ページ。 

 ３０ページ、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  １９款３項１目４節の給食費でございます。一番下の保育園児
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分、今年度新規事業となっております。この分につきましては、３歳の無償化になりましたが、

副食費、給食につきましては無償化の対象にとなっておりませんので、その分の保育園児分の給

食費の新規分１３５万円となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３１ページ。 

 続いて歳出です。 

 ３２ページ。 

 ３３ページ、総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  １目の一般管理費の報酬、一番上、会計年度任用職員報酬１,２０２万

９,０００円、これは８名分の報酬でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかにありませんか──３４ページ、総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  １１節需用費の消耗品費５３６万２,０００円でございます。昨年

よりも２２６万３,０００円増加しております。大きな理由は、職員の夏季のユニフォームとし

て、ポロシャツを導入したいと思っております。１人３枚で合計１２１万７,０００円、そして、

女子職員の事務服にパンツスーツを導入したいと思っております。１人１本です。予算が５１万

円でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３５ページ、企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  ３５ページ、２目文書広報費の１４節使用料及び賃借料で、広

報誌作成デザイン用ソフトウエア使用料で１０万６,０００円、ユニバーサルデザイン書体ソフ

トウエア使用料で５万円と計上させていただいております。 

 これにつきましては、資料ナンバー２の最後のところに説明が書いておるところでございます。 

 まず、広報誌作成デザイン用のソフトウエアでございますが、これまで広報よしとみの掲載に

当っては、印刷会社のほうでレイアウト、構成等を行っておりましたが、それらの作業工程を町

のほうでも行えるようにしたいということで、そのためのソフトウエアの導入の費用でございま

す。 

 それともう一つが、ユニバーサルデザイン書体のということで、あらゆる年代に読みやすい書

体を掲載するためのソフトの使用料として上げているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  ３５ページの一番上の欄の下のほうです。自治会長委託料、年５８４万
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円、その下、組長委託料、年３０８万円。地方公務員法の改正により、非常勤の特別職に該当し

なくなった業務の委託をするものでございます。金額は、変更ございません。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３６ページ、企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  ３目財政管理費の１３節委託料で、公会計システム導入委託料

１４３万円を計上しております。これは、国が提供する標準ソフトを有償でこれまで借りており

ましたが、そのシステムを令和３年度末に廃止となる予定でございます。よって、早期に新規シ

ステムを導入したほうが効果的であると考えましての計上したものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ３７ページ、総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  一番上のＰＣＢ点検調査手数料６万６,０００円でございます。庁

舎電気照明保安器内のＰＣＢ、ポリ塩化ビフェニルの含有を調査するものでございます。ＰＣＢ

には毒性があり、これがあれば特別措置法により令和３年３月までに処分をする必要がございま

す。その調査をするものでございます。 

 続きまして、１５節工事請負費の２番目、防犯カメラ設置工事費３１９万円でございます。公

共施設以外の道路などの危険箇所に防犯カメラを設置するものでございます。１０台分の予算を

計上いたしております。 

 その下の１８節備品購入費の下、公用車購入費２００万円でございます。軽自動車の青パトを

購入するものでございます。現在、週２回防犯組合の方が、１０年前に購入した普通乗用車の青

パトで町内を巡回していただいております。町内は、狭い道も多くございますので、軽自動車の

青パトを購入するものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  戻りまして１５節工事請負費の最初です。町有地改良工事

１２８万２,０００円の計上をしております。これは、場所は別府の花壇、ホタル公園の西側で

ございますが、現在、町のほうで年４回の草刈りで管理をしているところでございますが、その

花壇の一部を車の乗り入れ等ができるように構造物を設置いたしまして、残り部分については再

び花壇として地元のほうに管理をお願いしたいと考えているものでございます。これにつきまし

ては、別府地区からの要望事項となっておるものでございます。 

 それから、６目の企画費の８節報償費定住化奨励金４０５万９,０００円でございます。これ

は、自己が居住するため、新築ですね、建てかえまたは購入した家屋及び土地の固定資産税相当

額を奨励金として、３年間交付するものでございます。令和２年度の対象者としては６５人を見
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込んでおりまして、その合計金額として計上したものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ３８ページ。 

 ３９ページ、総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  上の欄の１９節負担金補助及び交付金で、一番下の高齢者安全運転

装置設置促進事業補助金６０万円でございます。ブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故が

多く起こっております。このような事故を防止するため、急発進防止装置を設置した方に対して、

その費用の一部を補助するものでございます。対象者は７５歳以上、補助金は大体４万５,０００円

ぐらいかかるようでございまして、４万５,０００円の３分の２、３万円を上限として交付する

ということを予定しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４０ページ、企画財政課長。 

○企画財政課長（奥田 健一君）  １５目まち・ひと・しごと創生事業費の１３節委託料の下から

２番目、地方創生広告作成業務委託料１５０万円でございます。これは、新たな企画、発想のも

とでＰＲパンフレットを作成したいということで、計上しているものでございます。 

 その下、１９節負担金補助及び交付金で、合計金額としては３,５８２万円のうち、上から

３番目の分を除いたところが企画財政課のほうで予算を組んでいるものでございます。 

 最初の空き家改修事業費補助金で２００万円でございます。これにつきましては、空き家の改

修の費用として、対象事業費の２分の１で上限５０万円と設定しているものでございますが、そ

の３件分、それから清掃、家財の処分等の費用として、こちらは補助率２分の１で上限１０万円

としているわけでございますが、その５件分、合せましての２００万円を予算計上しておるもの

でございます。 

 次の空き家バンク利用促進の補助金でございますが、２５万ということで、これにつきまして

は、仲介手数料の補助として上限１件５万円まででございまして、５件分を予算計上したもので

ございます。 

 そして、１つ飛ばしまして、新婚家庭新生活の応援の補助金で１,０５７万円でございます。

これにつきましては、総合計９６件分ということで想定をしておるところでございます。 

 次に、女子集客のまちづくり空き家活用推進の補助金で１,３００万でございます。これにつ

きましては、空き家をリノベーションし、出店希望者に貸し出しを行うといった組織、主にまち

づくり会社を想定しているわけでございますが、そちらに対し事業にかかる費用を助成するもの

でございます。１物件のリノベーションを予定しておるところでございます。 

 最後、女子集客のまちづくり活性化促進事業推進助成金で７００万円でございます。これは、
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女子集客のまちづくりに取り組み、発展・継続させていく組織、主にまちづくり会社、想定して

いるわけでございますが、に対し、経常的に発生する運営費用の一部を助成するものでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  同じくまち・ひと・しごと創生事業費の１３節委託料のうち、

交流マルシェ企画運営業務委託、創造支援スクール企画運営業務委託、チャレンジショップ運営

業務委託料、それぞれ７７０万円、スクールが２９０万円、チャレンジショップの運営業務が

２８０万円、今年度も引き続き実施していただきたく、予算計上するものでございます。 

 次に、１９節負担金補助及び交付金の上から３行目、創業促進事業費助成金として３００万円。

令和元年度までは６００万円の予算を組んでおりましたが、要綱の内容を見直し、固定資産を対

象とし最大５０万円、また、申請に当っては、その時点で町内に居住する等の定めをし、最大

６名を想定して３００万円の予算計上をしております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ４２ページ、総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  一番上の３番目、コミュニティバス豊前中津線運行委託料でござい

ます。中津市との定住自立圏協定の取り組みの一つでございます。コミュニティバス豊前中津線

の運行委託料でございます。４月１日から運行を開始します。町内に４カ所の停留所を設け、上

下線合計で１日８便で運行をいたします。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４３ページ。 

 ４４ページ、住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  ３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳費でございます。

１３節委託料戸籍システム改修委託料２３１万円であります。これにつきましては、戸籍法の改

正によりまして、戸籍及び戸籍の付票、それと住民基本台帳ネットワークシステムの連携を行う

ために、戸籍システムを改修する必要が生じてきました。これによりまして、社会保障などの手

続で、住基ネットによる戸籍情報の活用ができるようになるように、それを目的といたしており

ます。 

 なお、この改修費につきましては、全額国庫補助の対象となる予定であります。 

 続きまして、２５節積立金であります。収入印紙等購買基金積立金です。４月１日からのパス

ポート窓口開設に伴いまして、旅券の交付につきましては、収入印紙及び福岡県の領収証紙によ

る手数料の納付が必要となってきます。そのために、住民の利便性のため、また、印紙などの購



- 33 - 

入及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効果的に行うために５０万円の基金を設置し、交付等

について行っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４５ページ。 

 ４６ページ。 

 ４７ページ、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  ４７ページ、１３節委託料でございます。上から３番目、地域

福祉計画策定業務委託料でございます。これにつきましては、平成２５年３月に設置、策定しま

した地域福祉計画の見直しを国のほうから、今年度見直しするようにという指導がございますの

で、その分の新規事業というふうになっております。 

 その下の高齢者等買い物困難者支援事業委託料５９万３,０００円でございます。この分につ

きましては、昨年の１０月より吉富漁村センターで、今現在５地区、喜連島上下、高浜、小犬丸

上下区に周知をしております買い物困難者の買い物支援をグリーンコープ等に委託した事業でご

ざいましたが、昨年思ったより売り上げがよかったということで、今年度の委託料につきまして

は、若干の減額でということになってございます。 

 そして、一番下、運動習慣定着促進事業委託料につきましては、先ほど歳入で御説明申し上げ

ましたケアトランポリンの委託料ということで、今年度は３６万２,０００円、定額を計上して

おります。 

 同じく１９節、上から６番目、社会福祉協議会助成金でございます。今年度につきましては

２,５６６万１,０００円で、昨年より９０８万６,０００円の増額となっております。増額の理

由といたしましては、正規職員１名増、臨時職員１名等が理由で、正規職員の理由といたしまし

ては、日常生活自立支援事業の相談窓口、支援計画の作成、直接支援が令和２年３月より、県よ

り基幹の社協から各市町村社協へ委託となっております。地域の方が安心して暮せるよう、福祉

サービスの利用援助事業、これは認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分なため、日

常生活を営むのに支障がある者に対しての福祉サービスの利用に関する相談・助言を行い、並び

に福祉サービスの提供を受けるために必要な手続、費用の支払いに関する便宜を提供すること等、

福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行うものです。 

 それと、臨時職員につきましては、この専門員の補助である生活支援員として地域に出向いて、

一人でも多くの方の御意見や要望を集約する業務をいたして、またその問題に、解決に向けた事

業展開を図るために、今年度、臨時職員を１名お願いということで計上させてもらっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４８ページ。 
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 ４９ページ、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  ４９ページ、老人福祉、１３節委託料でございます。高齢者福

祉計画策定業務委託料４０６万８,０００円でございますが、平成３０年３月に策定した３年ご

とに改定する第５期吉富町福祉計画の策定となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５０ページ、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  １９節負担金補助及び交付金でございます。この一番下、バス

及びタクシー利用券補助金でございます。この分は新規事業といたしまして、７０歳以上の免許

証の返納者、自主返納、更新しない方も含むということで、今回、高齢者に対しまして、築上東

部乗合タクシーと町内巡回バス、京築地区内のタクシー協会加入の利用券で、おのおの１万円の

補助を予定してございます。 

 それと同じく２８節繰出金の一番下、後期高齢者医療特別会計円滑事業費繰出金、この事業に

つきましても、これは新規事業で、システム改修による費用負担となってございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  次のページ。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  次のページ。 

○議長（是石 利彦君）  いいですか。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  ５１ページ。 

○議長（是石 利彦君）  続けてどうぞ。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  ５１ページ、１３節委託料でございます。ジャンボタクシー送

迎委託料で、これは去年も補正でやはり計上していただきましたが、認知症の方たちが老人福祉

センター、ネットカフェの送迎用が、今まで職員で行っておりましたが、危険ということで、今

年度より、昨年度の補正から専門業者に頼んでするものでございます。 

 それと一番下、認知症初期集中支援チーム事業委託料、新規事業でございます。これは、認知

症の早期診断・早期対応に向けた支援体制構築のため、２４時間態勢で対応のできる豊前市の大

川病院さんとの業務委託契約となります。 

 具体的な内容といたしましては、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、初期集中支援に

係る技術助言及び相談、かかりつけ医への助言や専門機関への受診・連携、その他認知症初期集

中支援チームに必要な業務等の支援というふうになってございます。 

 それと、その下１４節コピー機リース料ですが、これにつきましては、広域連合からリースで

貸与されておりましたが、令和２年３月３１日で契約が終了となります関係上、各市町で再リー

スの契約を行うこと等が必要となったためでございます。 
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 その下、１８節備品購入費、この備品購入費１７万６,０００円につきましては、これはパソ

コンの購入費用となっております。これも、広域連合から貸与されている請求電送用のパソコン

のサポートが終了するためのパソコン購入となってございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  よろしいですか、５２もういいね。 

 ５３ページ、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  ５３ページ、３款１項８目老人福祉センター費でございます。

これにつきましては、令和２年４月から、老人福祉センターの管理が今まで教育委員会でござい

ましたが、今度保健福祉課のほうになりますので、その分につきまして、今回計上させてもらっ

てございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５４ページ。 

 ５５ページ、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  ５５ページ、２目の児童福祉費２０節扶助費でございます──

の上から２番目、子育てための施設等利用給付費でございます。この分につきましては、認可外

保育所つくしんぼ保育園等々に関する３歳児無償化に伴う補助金となっております。 

 その下、第３子等副食費補助金でございます。この分につきましても、無償化に伴う副食費の

扶助費となってございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５６ページ。 

 ５７ページ、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  ５７ページでの１３節の委託料、空調設備更新及び内部改修工

事管理業務委託料です。この分につきましては、こどもの森保育園の空調設備がもう老朽化して、

もう部品等がございませんので、それを各部屋ごとの管理のできる空調にかえる分と、県のほう

から監査で毎年受けております園児室の面積不足を今回その分を改修する工事で、今回２８９万

円の予算をとっております。 

 その下の給食提供業務委託料でございますが、この分、保育園の空調等を改修する間につきま

しては、最大で４カ月間程度給食室が使用できませんので、その分給食につきましては、給食提

供を外注、外の給食の業者に発注する件で、この分３５２万円です。この分につきましては、工

事を行いながら進捗で早まるかもしれませんが、今現在、最長で４カ月程度、工事をやってみな

いことにはどういったふうな影響があるというのが、まだ判明しておりませんので、最大分の予

算４カ月分ということで、予算の計上をさせてもらっております。 
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 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５８ページ、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  １５節工事費でございます。先ほど申し上げました園舎と空調

設備及び園舎の保育園児室の面積増に伴う新規事業といたしまして２,５００万円の計上をさせ

てもらっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５８ページ、ありませんか。 

 ５９ページ。 

 ６０ページ、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  ６０ページ、１９節の一番上です。小児救急センター休日・夜

間診療等業務負担金、これにつきましては、定住自立圏参加に伴う小児救急の夜間診療分８４万

４,０００円でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ６０ページ、いいですね。 

 ６１ページ。 

 ６２ページ、住民課長。 

○住民課長（永野 公敏君）  ７目、浄化槽設置整備事業費であります。１９節の浄化槽設置整備

事業費補助金３７３万円でありますが、対前年比１０９万６,０００円となっております。これ

につきましては、歳入のところでも説明をいたしましたが、設置基数が１５基から１０基に新た

な計画年度に変更になったための減となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ６３ページ。 

 ここで暫時休憩をとらせていただきます。再開は１３時５分。 

午後０時05分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時05分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に、再開いたします。 

 ６４ページ。 

 ６５ページ。 

 ６６ページ。 

 ６７ページ、産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ５目農地費の１３委託料のうち、歳入でも説明しましたが、た
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め池耐震診断の業務委託料として１,６００万でございます。 

 箇所につきましては、資料ナンバーの１、資料ナンバーで申しますと、まず、２３ページには

補正予算で計上しているものと、２４ページが当初予算で計上しておりますため池診断業務委託

料として明示しております箇所、４カ所になります。 

 続きまして、６目の農業基盤整備事業費としまして、１３節委託料で１,６５０万円を計上し

ております。 

 これにつきましては、資料ナンバーの一番最後の７ページを参照ください。一番最後のページ、

資料ナンバーの最後のページになります。よろしいでしょうか。資料ナンバー３の最後のページ

で、７ページになります。よろしいでしょうか。 

 内訳としましては、地形図作成業務委託料として１,５４０万円、農地等集団化委託料としま

して２７５万円、圃場整備調査設計業務委託料として１,２２１万でございます。現在、図面

に……。 

○議長（是石 利彦君）  ちょっと声が小さいんで、マイクをもうちょっとこちらに向けるように。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  図面に標示しておりますように、基盤整備、圃場整備の参加者

をピンク色、それから不参加を黄色としております。また、色がついていない分につきましては、

意志標示、回答がされていないのがございます。 

 現在、参加者が全体のうち、５６名のうち４７名、不参加の意向が７名、先ほど言いましたよ

うに未回答が２名でございます。 

 いずれも単独、単費として計上しておりますが、圃場整備の調査設計業務委託料の１,２２１万

につきましては、県のほうから、町長もかわり、予算については県も確保しておりますという旨

の回答をいただいている次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  今の件ですが、確保、いや、町内の確保、確保ってどういう意味ですか。

確保とは、県が確保してますよというのはどういうことですか。（発言する者あり）どうぞ。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  この１,２２１万円につきましては、現在、単独費用として予

算計上しておりますが、県も神揚地区については注視しておりまして、県の補助金として、補助

率が５０％として県も予算の枠を確保しているということの旨を、連絡をいただいている次第で

ございます。 

 ですから、その場合は県営事業となりまして、５０％が県費により、この事業は実施するとい

うことになるわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ６８ページ、産業建設課長。 
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○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ３目漁港管理費の１５節工事請負費でございます。８,６８０万

円の予算計上をしております。今年度は、泊地の浚渫を予定しております。ちなみに、浚渫の面

積としましては２万４,５００平米、浚渫土量としては２万６,０００立方メートルを予定してお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  はい。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  済いません、もう一点、２目の水産業振興費の１９節負担金補

助及び交付金のうち、一番下の水産資源育成事業報告として１００万円計上しております。この

内容につきましては、アサリネットにかかる経費に加え、５月の潮干狩り用としてアサリ貝の放

流と合せて１００万円を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ６９ページ、産業建設課長。 

○産業建設課長（赤尾 慎一君）  ７款商工費１項商工費１目商工総務費のうち、１３節委託料観

光マップ、散策マップの作成業務委託料１８５万７,０００円でございます。散策マップ、それ

から観光マップともに、作成してから数年経過し、内容に一部修正が必要なものがございます。

また、町長がかわりまして、新たにそういった観光マップであるとか、散策マップをつくること

を目的とし、予算計上させていただいております。 

 次に、１４節使用料及び賃借料で２５万８,０００円、これは歳入で、マイナンバーカードを

作成した場合に、マイキーＩＤというのを書き込み、それにポイントを付与されるということで、

機器を、設備を設けるということで御説明しましたが、これは端末、パソコンと、それから、そ

れに伴うネット環境のリース費用として全額国費で充当されますので、その予算計上でございま

す。 

 次に、１９節の負担金補助及び交付金のうち、定住自立圏広域観光振興協議会の負担金１４万

８,０００円、これは、定住自立圏に加入することによって、広域的に観光を、パンフをつくる

であるとか、また、北九州空港での空港マップ等に参加するための負担金でございます。 

 次に、大分県北部勤労者福祉センター運営事業負担金２０万５,０００円、これについては町

内の事業所または従業員が、福利厚生をこれへ入ることによって受けることができるということ

で、その負担金でございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  済いません、先ほど産業建設課長のほうが、観光マップ、散策マッ

プの策定についての御説明の中で、ちょっと誤解を招くような点がございましたので、ちょっと
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補足という形で説明させていただきたいと思います。 

○議長（是石 利彦君）  どうぞ、総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  町長が新しくなって、かわってということで作成するというような

答弁がございましたけども、かわったからというわけではございませんで、やはり古くなったの

で、新しいものをお示ししたいと、古いものはもう削除したいというところから、今回作成する

ものでございます。特に町長がかわったからということではございません。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ７０ページ。 

 ７１ページ。 

 ７２ページ。 

 ７３ページ。 

 ７４ページ。 

 ７５ページ、健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  ７５ページ、住宅費、５項住宅費１目住宅管理費の１５節です。

工事請負費、町営団地内改修工事費でございます。この分につきましては、別府団地が昨年盗難

等に遭ってございますので、防犯カメラを設置、４基を計画しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ７６ページ。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（石丸 貴之君）  同じく２目住宅管理費の１３節委託料です。町営幸子団地住戸

改善等改修工事監理業務委託料でございます。この分につきましては、町営幸子団地を令和２年

度に改修計画をしております。その分の監理委託業務となっております。 

 続きまして、１５節工事請負費です。幸子団地の住戸改善工事といたしまして、全面改修が

１１戸、居つき改修、今現在おられる方につきましては居つきといいまして、水回り、お風呂、

トイレ、台所等の改修のみになりますが、これが１３戸今のところ計画しておりますが、基本的

にいえば、もう全面改修されたほうがよろしいかと思いますので、今後、居つき改修の方につき

ましても、全面改修ができた場合、新しい住宅を見ていただきまして、基本的には全面改修、居

つきじゃなく全面改修をされる方向性で進めていきたいと思っておりますが、今現在の希望によ

りまして、全面改修１戸、居つきが１３戸というふうになっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ７６ページありませんね。 

 ７７ページ。 

 ７８ページ、総務課長。 
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○総務課長（守口 英伸君）  災害対策費の１２節役務費でございます。地震体験車展示手数料

１１万円、これにつきましては、防災避難訓練の際に展示をしたいというふうに思っております。 

 その下、１３節委託料です。ハザードマップ作成業務委託料７１５万円、これにつきましては、

歳入でも御説明いたしましたが、平成２５年度に作成いたしましたハザードマップを更新し、新

たに作成するものでございます。山国川、佐井川ともに新たな浸水想定が発表されましたので、

これに対応したハザードマップを作成するものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ７９ページ、教務課長。 

○教務課長（瀬口 直美君）  議長、済いません、１０款以降教育費になりますので、引き続き御

説明をしていってもよろしいでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  どうぞ。 

○教務課長（瀬口 直美君）  ７９ページ、１０款１項２目の事務局費１節報酬で、会計年度任用

職員報酬は、指導主事の報酬でございます。 

 また、元年度１節報酬に計上しておりました子ども発達支援専門員は、業務を委託することと

しまして、専門員に委託することとしまして、１３節子ども発達相談業務委託料として計上をし

ているところでございます。 

 それに伴いまして、８０ページの９節の旅費に、昨年度までありました子ども発達専門員の費

用弁償の計上はございません。 

 続いて、８０ページの２項小学校費になります。１節の報酬で、会計年度任用職員報酬

１,１８７万２,０００円でございます。元年度の学校司書の報酬として計上しておりました分に

加えまして、元年度まで７節に計上しておりました学習支援員、学習支援補助員、学校事務員、

給食調理員をこの会計年度任用職員報酬として計上をしております。 

 続いて、８１ページの３節、一番下になります期末手当会計年度任用職員分としまして、先ほ

どの１節に計上しました会計年度任用職員への期末手当として８９万円を計上しております。 

 ８２ページの１３節委託料をお願いいたします。一番下の校舎周辺管理業務委託料７２万

３,０００円です。こちらにつきましても、元年度は７節の賃金、用務員として計上しておりま

したが、業務を委託することとしまして、１３節に計上をしております。 

 １５節の工事請負費で、３３０万円の計上でございます。１つ目は、資料ナンバー２の新規事

業等の概要の１ページの防犯カメラ設置事業に記載しております小学校分の防犯カメラ設置工事

費２３０万円でございます。児童の安全確保のため、学校敷地内に７カ所の防犯カメラの設置を

計画しております。事業の実施は、７月から８月を計画しております。 

 ２つ目が、同じく新規事業概要３ページに記載しております。小学校砂場改修事業に係る経費
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で、工事費１００万円でございます。老朽化により使用不能となっている小学校の運動場の砂場

を改修するための工事費で、実施期間は７月から８月を予定をしております。 

 次に、８３ページをお願いいたします。 

 ２目の教育振興費１４節使用料及び賃借料で、新規事業概要の３ページ、校務支援システム導

入事業に係る予算で、校務支援システムリース料６８万４,０００円の計上でございます。これ

は、現在先生方がおのおの手作業で行っております児童の成績処理等の庶務、健康診断等の保健

系を統合しましたシステムを導入するための予算でございます。実施期間は、施工期間も含めま

して１０月から３月としており、５年間のリースとして導入予定でございます。令和２年度の

リース料は、６８万４,０００円ということになっております。 

 ８４ページ、お願いいたします。 

 ４項１目社会教育総務費の１節で、会計年度任用職員報酬１６３万３,０００円です。これは、

地域活動指導員分の報酬でございます。 

 同じく３節の職員手当の一番下、期末手当で、会計年度任用職員１２万５,０００円、こちら

も地域活動指導員の期末手当として計上をしているものでございます。 

 ８５ページをお願いいたします。 

 １３節の委託料で、敬老会関係出演料が１００万円の計上で、元年度から８０万円の増額とな

っております。こちらは、町長の高齢者福祉の充実の施策の一環としまして、年１回の敬老会時

の講演会の充実を図ることによる増額でございます。 

 ２目公民館費１節報酬の会計年度任用職員報酬２６８万６,０００円は、図書支所、図書整理

員の報酬でございます。 

 同じく３節に期末手当として、１７万６,０００円を計上しております。 

 ８６ページの３目文化財保護費でございます。新規事業の概要の３ページの文化財講演会事業

に係る費用を新たに計上しております。これは、４年に１度の細男舞神相撲にあわせまして、講

演会を開催するというものです。平成２９、３０年度に国庫補助事業で実施しました乾衣祭の習

俗調査の結果公表もあわせて行う予定にしております。吉富町にあります貴重な文化財の継承、

文化意識の向上と、８月の放生会の本番に、観光客の誘致につなげたいとの思いで、開催時期も

７月を予定し、新たに事業を行うものでございます。 

 予算としましては、８節報償費、講演会講師謝金で４万６,０００円、９節旅費で２２万円の

うち１８万７,０００円、１１節需用費の６８万円のうち１３万９,０００円、１２節役務費

９３万３,０００円のうち７,０００円の合計３７万９,０００円の事業費の計上でございます。 

 ８７ページをお願いいたします。 

 １３節委託料で、フォーユー会館ホール舞台操作委託料２２万４,０００円です。小学校の用
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務員等と同様で、賃金として元年度までは計上しておりましたものを業務委託することとしまし

て、１３節に計上をしております。 

 １５節の工事請負費２００万円です。新規事業等の概要の４ページ、フォーユー会館改修事業

２件の予算計上でございます。工事としましては、事務室等照明機器器具取りかえ工事と庭園整

備工事で、まず、事務室等照明器具等取りかえ工事は、事務室等の照明をＬＥＤに取りかえ、電

気料の削減と事務の効率化を図るというものでございます。工期を５月から６月と予定し、工事

費１００万円でございます。 

 次に、庭園整備工事は、フォーユー会館周辺の樹木、特に体育館側の樹木を整備し、通路幅等

を確保するとともに、県道に面した入り口に立っています案内板等の看板を移設し、県道へ出る

際の見通しをよくするという安全対策も講じながらの施工を考えております。工期は７月から

８月を予定しており、工事費は１００万円でございます。 

 ８８ページ、５項１目保健体育総務費でございます。新規事業の概要の４ページで、駅伝大会

事業に係る費用を新たに計上しております。これは、東京２０２０が開催されることを機に、本

町においても体力の向上、スポーツ精神の高揚、町民、参加者の親睦を図ることを目的としまし

て、新たに駅伝大会を町主催としまして実施するものでございます。開催時期としましては、

１０月から３月の適切な時期を検討しながらということで、開催を予定しております。 

 予算としましては、１１節需用費で３４万４,０００円のうち３３万円、１２節役務費６万

４,０００円のうち４万５,０００円、１３節委託料で２９万４,０００円、１８節備品購入費で

１５万円の合計８１万９,０００円の事業費でございます。 

 ８９ページをお願いいたします。 

 ２目の保健施設費で１３節委託料の一番下でございます。総合グラウンド管理業務委託料で、

４２５万６,０００円の計上です。これにつきましても、先ほど来からの内容と同様で、元年度

まで７節賃金で計上しておりましたが、管理業務を委託することとしまして、１３節に計上した

ものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  では、９０ページ。 

 ９１ページ、債務負担行為支出予定額等に関する調書。 

 ９２ページ。 

 ９３ページ。 

 ９４ページ、地方債の現在高に関する調書。 

 ９５ページ、総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  ９５ページ、給与費明細書、１、特別職でございます。本年度と前
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年度の比較で、その他の特別職が４５４人減少いたしております。 

 この理由でございますが、地方自治法の改正により、非常勤特別職に該当しなくなった職種の

方がございます。まず、自治会長や隣組長、生産組合長や小組合長などで２４８人が該当しなく

なりました。それとあと、会計年度任用職員に移行した方が９人あります。そのほか、去年は特

別職、その他の特別職として存在していましたが、今年は存在しないという方で、選挙の立会人、

昨年は町の選挙、県の選挙、参議院選挙と３つ選挙がありまして、そういった立会人が延べ

１８８名おりました。この１８８名が、今年はおりません。その他が１０人ということで、合計

で４５４人のその他の特別職が減少をいたしております。 

 議長、そのまま、その次のページに行かせてもらっても。 

○議長（是石 利彦君）  続けてください。 

○総務課長（守口 英伸君）  ２番目の一般職でございます。一般職の職員数も、本年度、前年度

と比較しまして増加いたしております。 

 まず、職員数でございますが、前年度６９人が７５人となっております。これは、フルタイム

勤務の職員でございます。６人増加した理由は、上水道会計から１人異動しました。それと、保

育士のフルタイム会計年度職員が５名、計６名が増加いたしております。 

 その下の括弧書きなんですが、括弧書きは短時間勤務の職員でございます。これは、外書きの

数字でございます。２人から４６人と４４人増加いたしております。昨年の２人は、再任用短時

間勤務職員でございます。増加した理由は、再任用短時間勤務職員があと２人増加いたします。

それと、会計年度短時間勤務職員が４２人となりますので、合計４４人の増でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ９７ページ、もういいですね。１０４ページまでない。 

 説明漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上で、議案第１５号の執行部からの説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（是石 利彦君）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日は、これにて解散い

たします。 

午後１時30分散会 

────────────────────────────── 

 


